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衆
議
院
議
員
木
村
太
郎
君
提
出
次
世
代
に
引
き
継
ぐ
た
め
の
農
業
農
村
整
備
事
業
の
推
進
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答

弁
書

一
に
つ
い
て

青
森
県
に
お
け
る
農
業
農
村
整
備
事
業
の
予
算
に
つ
い
て
は
、
国
が
同
事
業
に
よ
り
助
成
し
て
い
る
も
の
に
加
え
同
県
が

地
域
自
主
戦
略
交
付
金
に
よ
り
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
配
分
し
て
い
る
も
の
も
含
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
、
政
府
と
し
て
見
解

を
述
べ
る
こ
と
は
差
し
控
え
た
い
。
農
林
水
産
省
と
し
て
は
、
平
成
二
十
二
年
度
の
予
算
編
成
過
程
に
お
い
て
、
厳
し
い
財

政
状
況
の
下
、
同
省
関
係
の
既
存
予
算
に
つ
い
て
歳
出
の
見
直
し
を
行
っ
た
結
果
、
同
年
度
の
同
事
業
の
当
初
予
算
額
を
前

年
度
に
比
べ
て
減
額
し
て
計
上
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
平
成
二
十
三
年
度
か
ら
は
同
事
業
の
関
連
事
業
を
新
た
に
実
施
す

る
こ
と
と
し
、
同
年
度
の
農
業
農
村
整
備
事
業
及
び
そ
の
関
連
事
業
の
当
初
予
算
額
を
合
わ
せ
た
額
並
び
に
平
成
二
十
四
年

度
の
農
業
農
村
整
備
事
業
及
び
そ
の
関
連
事
業
の
予
算
額
を
合
わ
せ
た
額
は
、
そ
れ
ぞ
れ
前
年
度
に
比
べ
て
増
額
し
て
計
上

し
て
い
る
。
農
業
農
村
整
備
事
業
及
び
そ
の
関
連
事
業
は
、
我
が
国
の
農
業
生
産
力
を
支
え
る
上
で
重
要
な
役
割
を
担
う
も

の
で
あ
る
と
認
識
し
て
お
り
、
引
き
続
き
重
点
的
か
つ
効
率
的
な
推
進
に
努
め
て
い
く
考
え
で
あ
る
。

二
に
つ
い
て

一



平
成
二
十
五
年
度
の
農
業
体
質
強
化
基
盤
整
備
促
進
事
業
の
予
算
に
つ
い
て
は
、
予
算
編
成
過
程
に
お
い
て
検
討
し
て
い

く
考
え
で
あ
る
。

三
に
つ
い
て

平
成
二
十
五
年
度
の
震
災
対
策
農
業
水
利
施
設
整
備
事
業
の
予
算
に
つ
い
て
は
、
予
算
編
成
過
程
に
お
い
て
検
討
し
て
い

く
考
え
で
あ
る
。

ま
た
、
農
業
水
利
施
設
の
耐
震
化
に
関
し
て
は
、
「
土
地
改
良
長
期
計
画
」
（
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日
閣
議
決
定
）

に
お
い
て
、
地
震
に
よ
っ
て
損
壊
の
お
そ
れ
の
あ
る
農
業
用
用
排
水
施
設
の
耐
震
対
策
を
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
の
整
備
等
と
一

体
的
に
推
進
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

四
に
つ
い
て

農
林
水
産
省
に
お
い
て
把
握
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
、
平
成
二
十
四
年
七
月
末
現
在
に
お
い
て
、
農
業
農
村
整
備
事
業
に

よ
り
農
業
用
水
を
活
用
し
た
小
水
力
発
電
施
設
を
導
入
し
た
地
区
数
は
二
十
六
地
区
で
あ
り
、
同
事
業
に
よ
り
当
該
施
設
を

建
設
中
の
地
区
数
及
び
当
該
施
設
の
導
入
を
計
画
し
て
い
る
地
区
数
の
合
計
は
十
一
地
区
で
あ
る
。

ま
た
、
政
府
と
し
て
は
、
電
気
事
業
者
に
よ
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
の
調
達
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十

二



三
年
法
律
第
百
八
号
）
に
基
づ
く
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
固
定
価
格
買
取
制
度
及
び
農
業
用
水
を
活
用
し
た
小
水
力
発
電

施
設
、
住
宅
用
太
陽
光
パ
ネ
ル
、
自
家
消
費
用
の
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
、
東
日
本
大
震
災
の
被
災
地
に
お
け
る

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
等
の
導
入
に
対
す
る
助
成
措
置
を
活
用
す
る
な
ど
、
今
後
も
あ
ら
ゆ
る
施
策
を
総
動
員
し

て
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
導
入
拡
大
に
努
め
て
い
く
考
え
で
あ
る
。

五
に
つ
い
て

河
川
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
六
十
七
号
）
第
二
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
許
可
（
以
下
単
に
「
許
可
」
と
い
う
。
）

に
基
づ
く
農
業
用
水
の
取
水
量
の
範
囲
内
で
行
う
農
業
用
水
を
活
用
し
た
小
水
力
発
電
に
つ
い
て
は
、
冬
期
を
含
め
、
水
利

権
の
確
保
を
円
滑
に
行
え
る
よ
う
、
総
合
特
別
区
域
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
八
十
一
号
）
第
四
十
九
条
か
ら
第
五
十
二

条
ま
で
の
規
定
に
よ
り
許
可
の
手
続
の
簡
素
化
等
を
行
う
と
と
も
に
、
河
川
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
年
政
令
第
十
四
号
）
第

二
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
特
定
水
利
使
用
（
同
号
に
規
定
す
る
特
定
水
利
使
用
を
い
う
。
）
の
要
件
を
見
直
し
国
土
交

通
大
臣
か
ら
都
道
府
県
知
事
等
に
許
可
の
権
限
を
移
譲
し
、ま
た
、申
請
書
類
の
簡
素
化
等
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
農
業
用
水
を
活
用
し
た
小
水
力
発
電
施
設
を
導
入
し
よ
う
と
す
る
者
に
対
し
、
許
可
の
申
請
に
必
要
な
調
査
、
書

類
作
成
等
に
要
す
る
経
費
に
つ
い
て
助
成
措
置
を
講
じ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
政
府
と
し
て
は
、
農
業
用
水
を
活
用
し
た

三



小
水
力
発
電
の
導
入
は
、
電
力
の
安
定
供
給
の
み
な
ら
ず
、
農
村
地
域
の
活
性
化
に
も
資
す
る
も
の
と
認
識
し
て
お
り
、
引

き
続
き
、
こ
う
し
た
取
組
を
推
進
し
て
い
く
考
え
で
あ
る
。

六
に
つ
い
て

国
営
岩
木
川
左
岸
土
地
改
良
事
業
及
び
国
営
小
田
川
二
期
土
地
改
良
事
業
の
平
成
二
十
三
年
度
末
時
点
に
お
け
る
進
�
率

は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
九
十
四
・
七
パ
ー
セ
ン
ト
及
び
六
十
五
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
。
な
お
、
国
営
平
川
二
期
土
地
改
良
事

業
の
同
年
度
末
時
点
に
お
け
る
進
�
率
に
つ
い
て
は
、
同
事
業
の
着
手
が
平
成
二
十
四
年
度
か
ら
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
お
示

し
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

七
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
十
三
湖
二
期
地
区
に
お
け
る
土
地
改
良
事
業
の
採
択
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
三
年
度
か
ら
国
に
よ
る
調
査
を

実
施
し
、
ま
た
、
地
元
の
土
地
改
良
区
、
関
係
市
町
、
青
森
県
等
と
調
整
を
進
め
て
い
る
段
階
で
あ
る
た
め
、
当
該
調
査
及

び
当
該
調
整
の
状
況
を
踏
ま
え
、
平
成
二
十
五
年
度
以
降
の
予
算
編
成
過
程
に
お
い
て
検
討
し
て
い
く
こ
と
と
し
て
い
る
。

八
に
つ
い
て

農
林
水
産
省
に
お
い
て
は
、
農
業
者
戸
別
所
得
補
償
制
度
に
よ
り
農
業
経
営
の
安
定
の
基
礎
を
確
保
し
た
上
で
、
平
成
二

四



十
四
年
度
か
ら
は
、
地
域
農
業
の
中
心
と
な
る
経
営
体
、
地
域
農
業
の
今
後
の
方
向
性
等
を
、
地
域
ご
と
の
関
係
者
に
よ
る

話
合
い
を
通
じ
て
明
ら
か
に
し
た「
人
・
農
地
プ
ラ
ン
」を
市
町
村
等
が
作
成
す
る
取
組
を
促
進
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

今
後
は
、
同
プ
ラ
ン
に
則
し
て
地
域
農
業
の
中
心
と
な
る
経
営
体
を
育
成
す
る
考
え
で
あ
り
、
新
規
就
農
者
へ
の
青
年
就
農

給
付
金
の
給
付
、
地
域
農
業
の
中
心
と
な
る
経
営
体
へ
の
農
地
の
集
積
に
協
力
す
る
農
地
の
所
有
者
等
に
対
す
る
農
地
集
積

協
力
金
の
給
付
等
を
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
。

九
に
つ
い
て

農
山
漁
村
地
域
整
備
交
付
金
、
地
域
自
主
戦
略
交
付
金
及
び
地
域
再
生
基
盤
強
化
交
付
金
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
交
付

金
を
活
用
し
、
地
域
の
自
主
性
を
生
か
し
て
農
村
の
生
産
基
盤
及
び
生
活
環
境
基
盤
の
整
備
を
行
う
こ
と
が
、
農
村
の
活
性

化
や
、
さ
ら
に
は
農
業
経
営
の
基
盤
強
化
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
認
識
し
て
い
る
。

平
成
二
十
五
年
度
予
算
に
つ
い
て
は
、
予
算
編
成
過
程
に
お
い
て
検
討
し
て
い
く
考
え
で
あ
る
。

五


